
保険医療機関及び保険薬局の契約事務を簡素化するため、医師会、
歯科医師会、薬剤師会及び国保連合会に契約事務を委任することで、
医療機関に代わり沖縄県と契約を締結。

医療機関との事務取扱契約方法について

■契約方法
（医療機関との事務取扱に関する契約）

　　県 　市町村

　委任状提出

契約 契約

 医師会 　国保連合会

医師会会員医療機関は 歯科医師会、薬剤師会、
医師会で取りまとめ 非会員医療機関は連合会で取りまとめ

　委任状等の提出 　　委任状提出

医師会会員保険医療機関 非会員保険医療機関等 歯科医師会 薬剤師会

歯科医師会会員保険医療機関 薬剤師医師会会員保険薬局


